
－ 卒業後志賀町で働くと最大半額返済免除！ － 

 

 志賀町では、学費支弁が困難な方に無利子の奨学資金をお貸ししていますが、平成 30 年

度から、卒業後志賀町で就労した場合に、奨学資金の一部（最大半額）を返済免除とする制

度を創設しました。 

 新制度は、奨学資金を借りた方で、卒業後１年以内に町内に就労し、借りた期間と同じ期

間継続して勤めた場合、残りの返済を免除します。 

 

【志賀町奨学資金制度】 

対象学校種別 区分 貸与月額 貸付期間 返済方法 

高等学校、高等専門学校 － 12,000円 

正規の修業年限 

貸付終了後、貸付期間の２

倍の期間内に月賦で返済

（下記の事例を参照） 
大学、専修学校 

国公立 36,000円 

私 立 48,000円 

【これまでの事例】 

 私立大学１年から４年まで奨学資金を借り受けた場合 

   貸与金額：48,000円×12月×4年＝2,304,000円 

   返済金額：24,000円×12月×8年＝2,304,000円 

貸与４年間（48,000 円/月） 

2,304,000円 

返済８年間（24,000 円/月） 

2,304,000円 

 

【新制度参考事例】 

 ①私立大学１年から４年まで奨学資金を借り受け、卒業後直ちに町内に就労し、４年間継

続して勤務した場合 

   貸与金額：48,000円×12月×4年＝2,304,000円 

   返済金額：24,000円×12月×4年＝1,152,000円（1,152,000円は返済免除） 

貸与４年間（48,000 円/月） 

2,304,000円 

返済４年間（24,000 円/月） 

1,152,000円 

４年分返済免除 

1,152,000円 

 

 ②私立大学１年から４年まで奨学資金を借り受け、卒業１年後に町内に就労し、引き続き

４年勤務した場合 

   貸与金額：48,000円×12月×4年＝2,304,000円 

   返済金額：24,000円×12月×5年＝1,440,000円（864,000円は返済免除） 

貸与４年間（48,000 円/月） 

2,304,000円 

返済５年間（24,000 円/月） 

1,440,000円 

３年分返済免除 

864,000 円 

 

※奨学資金の詳細は、志賀町学校教育課 32-9116(直通)までお問い合わせください。 

※別紙 


